
 １

施設別の対応 

判定会招集時 警戒宣言時 
所 管 施設名 

対 応 備    考 対 応 備    考 

市 長 室      名古屋国際セン

ター（会議室等） 休館  
休館  

福利厚生施設（庁

内施設・市内厚生

寮） 
中止 

 
中止 

 

総 務 局      

市政資料館 休館  
休館  

 

市立大学病院 継続 

・ 館内放送等で警戒宣言時の外来診療中止

の周知 
・ 救急患者を除き外来自粛の要請 
・ 入院患者中心に、医師の判断等により安全

な病棟への移動・帰宅等各種措置の準備及

び順次実施 

中止 

・ 救急患者を除き外来診療は中止 
・ 入院患者中心に、医師の判断等により安全

な病棟への移動・帰宅等各種措置の実施 
・ 手術予定は中止、実施中の場合は医師の

判断により安全措置を講じて実施 

市 立 大 学      

大学 休校 ・ 教育活動の打切り・学生の帰宅 休校  

 
市民経済局 
（文化） 

市民会館、公会

堂、芸術創造セン

ター、青少年文化

センター、文化小

劇場、市民ギャラ

リー、演劇練習

館、音楽プラザ、

短歌会館、東山

荘、名古屋ボスト

ン美術館 

（観光） 

国際会議場、観光

案内所、ユースホ

ステル、名古屋

城、能楽堂 

（産業） 

中小企業振興会

館、国際展示場、

工業研究所、中小

企業情報センタ

ー 

休館 

 

休館 

 

中央卸売市場本

場、北部市場、公

設市場 
継続 ・施設の耐震性能を勘案し、必要最小限の範

囲で開場 継続 ・施設の耐震性能を勘案し、必要最小限の範

囲で開場 （流通） 

高畑市場 休場  休場  
（ 勤 労 福

祉） 
サンプラザ、サン

笠寺 

（その他） 

なごやボランテ

ィア・ＮＰＯセン

ター、消費生活セ

ンター、デーリー

プラザ、休暇村名

古屋事務所 

休館 

 

休館 

 

環境事業所、工

場、処分場 継続 ・ 市民搬入者等に判定会招集を伝達し安全

確保の指導 中止  

環 境 局      環境学習センタ

ー、リサイクル推

進センター 
休館 

 
休館 

 

保育所 休園 ・ 通常保育の中止 
・ 保護者に連絡し、引取りの促し 休園 

・ 引取りのない園児等は引取り完了まで保

護 
・ 必要に応じて避難場所等に避難 

社会福祉施設（通

所） 休館 ・ 保護者等に連絡し、引取りの促し 休館 
・ 引取りのない通所者等は引取り完了まで

保護 
・ 必要に応じて避難場所等に避難 

社会福祉施設（入

所） 継続 ・ 耐震性のない施設は、安全な棟へ移動又は

避難場所等への避難の準備及び順次実施 継続 ・ 耐震性能の有る施設は屋内待機 

福祉会館等 休館  休館  
 

健康福祉局 

市立病院 継続 

・ 館内放送等で警戒宣言時の外来診療中止

の周知 
・ 救急患者を除き外来自粛の要請 
・ 入院患者中心に、医師の判断等により安全

な病棟への移動・帰宅等各種措置の準備及

び順次実施 

中止 

・ 救急患者を除き外来診療は中止 
・ 入院患者中心に、医師の判断等により安全

な病棟への移動・帰宅等各種措置の実施 
・ 手術予定は中止、実施中の場合は医師の

判断により安全措置を講じて実施 
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八事霊園・斎場 中止 

・ 出棺遺体の受入れ中止 
・ 火葬予約受付の停止 
・ 火葬中の遺体は火葬継続 

中止 
 

名古屋都市セン

ター 休館  休館  

自動車駐車場（久

屋、大須、古沢公

園） 

入庫停

止 ・ 入庫のみ停止 入出庫

停止  住宅都市局 

市営住宅    ・ 住宅供給公社に共同施設等の点検指示 

東山動植物園 休園 ・ 指定動物の獣舎への収容、施錠、猛獣捕獲

体制の確認 休園 
 

農業センター 休園 ・ 収容家畜、家畜舎の点検・安全確認等 休園  

東山展望塔、東山

公園テニスセン

ター、東谷山フル

ーツパーク、農業

文化園、緑化セン

ター、野鳥観察

館、庄内緑地グリ

ーンプラザ、名城

公園フラワープ

ラザ、白鳥庭園、

荒子川公園ガー

デンプラザ、サン

ビーチ日光川、ラ

ンの館 

休園・

休館 

 

休園・

休館 

 

自動車駐車場（池

下、吹上中央帯、

吹上） 

入庫停

止 ・ 入庫のみ停止 入出庫

停止  

緑政土木局 

有料自転車駐車

場 継続 ・ 警戒宣言時の閉鎖を案内 閉鎖  

小学校、中学校、

高等学校、幼稚

園、養護学校 

休校・

休園 

・ 教育活動の打ち切り 
・ あらかじめ定めた方法で帰宅 
・ 帰宅できない幼児、児童、生徒は、引渡し

まで保護 

休校・

休園 
・ 帰宅できない幼児、児童、生徒は、引渡し

まで保護 

教育委員会 

情報処理教育セ

ンター、学校体育

センター、図書

館、博物館、美術

館、科学館等の社

会教育施設、体育

館等のスポーツ

施設及び教育セ

ンター（分館含

む。） 

休館 

 

休館 

 

消 防 局      港防災センター 休館  
休館  

上下水道局 
下水道科学館、平

和公園アクアタ

ワー 
休館 

 
休館 

 

交 通 局      
市営交通資料セ

ンター、市電・地

下鉄保存館 
休館 

 
休館 

 

区役所講堂、地区

会館、生涯学習セ

ンター 
休館 

 
休館 

 
 

区 
コミュニティセ

ンター、地域セン

ター 
休館 

 
 休館 

 
 

 


